
東 松 山 市 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 推 進 計 画 （ 概 要 ）

１ 目的・位置付け

２ 市内マンションの現状と課題

〇東松山市の概況
・市内には３６団地のマンションがある
・建築年代別にみると１９９０年代に竣工されたマ

ンションが最も多い
・築40年を超える高経年マンションは、今後１０年

間で約2.7倍まで急増する見込み

〇実態調査の概要

〇計画の背景・目的
・分譲マンション（以下「マンション」という。）において、

築４０年を超える高経年マンションの増加
・建物の高齢化とともに区分所有者の高齢化や非居

住化の進行による管理不全化の懸念
・今後、積極的かつ計画的にマンション管理の適正化を

推進するため、マンション管理適正化推進計画を策定

〇計画期間
・令和６年度～令和１５年度までの１０年間

〇実態調査の結果
・約４割の管理組合が未回答
・回答した管理組合はおおむね適正な管理が行

われているが、改善が必要と考えられる事項も
見受けられる

〇マンション管理の課題
・未回答のマンションの一部には、管理組合の実態が

ないことや管理組合が正常に機能していないことが
想定され、管理不全状態に陥る可能性

３ マンション管理の適正化の推進を図るための施策
及び目標

４ マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普
及に関する取組み

５ マンション管理の適正化に関する指針

・長期修繕計画を運用するにあたり、課題を感じて
いる管理組合が多くある

〇施策
施策１ マンション管理状況の実態把握
・定期的かつ継続的な実態調査の実施
⇒再調査や未回答マンションへの現地調査など
・マンション管理組合との連絡体制の確保
⇒継続的な実態調査を通じた連絡窓口の把握

施策２ マンション管理水準の適正化及び維持向上
・要支援マンションへの適正管理の働きかけ
⇒要支援マンションへの適正管理に向けた働きかけ
・マンション管理計画認定の取得推進
⇒管理組合の管理計画認定の取得を推進する

・実態調査を通じて管理実態を把握することで、管理
状況に応じた情報発信を行う

〇東松山市マンション管理適正化指針
・国が定める基本指針と同様とする

〇施策体系

〇目標
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６ その他マンション管理の適正化の推進に関する必要
な事項

・施策ごとの目標の実現に向けて、進捗状況を把握し
ＰＤＣＡサイクルに基づく、進行管理等により、効果
的に施策を実施

・社会情勢の変化や国・県の動向等を踏まえ、見直し
を検討

令和５年８月

市内全域のマンションの管理組合

１．管理組合の運営について
２．管理規約について
３．管理組合の経理について
４．長期修繕計画の作成及び見直しなどについて
５．その他
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実態調査の回答率

管理組合の連絡窓口の把握
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― 4件
管理計画認定制度により認定を受けたマンシ
ョンの数

施策２　マンション管理水準の適正化及び維持向上

指標 令和5年度 令和15年度

施策１　マンション管理状況の実態把握

指標 令和5年度 令和15年度


